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年
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資 本 金 等 の 額
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清 算 人
自署押印

経理責任者
自署押印

摘 要 課 税 標 準 税率(雨) 税 額 (使途秘匿金税額等)
法人税法の規定によっ
て計算 した法人税額

①
(

十億 百万 千 円

， 道

所

　

得

　

割

所 得 金額 総 額 ②
十億 百 万 千

県

民

税
）

年400万 円以下の
金額

① 000
十 億 百万 千 円

0 0
第
ょ
額

靭
”
印

法
Ｍ
る

②

年400万円を超え年
800万円以下の金額 ① 000 00 候盈

タト苗窪ラt義縁繰雰握 ③

年800万 円を超える
金額 ⑤ 000 00 事署爵         縫壌④

計 ③十③十③ ① 000 / 00
還付法人机額等の控除
額 ⑤

軽減税率不適用法人
の金額 ② 000 00

課税標準となる法人税額
①十の十①十の-0 ① 000

付
加
価
値
割

付加価値額総額 ③ /
2以 上 の道 府県 に事 務 所 又 は事
業所 を有 す る法 人 にお ける誹税
標 準 と な る 法 人 税 額

⑦ 000

付 加 価 値 額 ① 000 報

３

百 万 千 円

0 0 法人税割額(⑥又は②Xttp①

収
入
割

収 入 金額 総 額 ④ /
外国の法人税等の額の
控除額 ③

収 入 金 額 ④ 000 稲

Ｂ

千 円

0 0
割
し

子
除

利
健 ①

△
計 事 業 税 額  ① 十⑩十④又は②+① 十④ ② 00 額

⑩脚
・③一
人
③

法差
① 00

既 に納 付 の確 定 した 当期 分 の 事 業 税 額 ④ 00
た
額

し
割

定
税

確
人

の
法

付
の

細
分

に
期

既
当 ② 00

光に納付の確定 した当期分の残余財産の一
部の分配又は引渡 しに係 る事業税額 ④ 00

当瑚中の代余脱
・
にの 一部分配額

の うち滞第所 得に相 当する部
分の金額 に係 る法人税相 当額

⑬ 000

この申告により納付すべき事業税額  ② ―④―④ ⑤ 00 ⑬×面 ⑭ 00

①
の
内
訳

所 得 割 l ④l 兆
十億 百万 千 i

0ぽ1付加価値割② 00
この申告により納付すべき
法人税割額 ①一⑫一CP ⑮ 00

収 入 割 l ④ 00
均

等

割

額

算定期間中において
事務所等を有していた月数 ① 月

所

得

金

額

の

計

算

所得金額 (法人税の明細書 (別表 4)の ( 3 0 ) ) ◎ 円×畢⑫
百 万 千 円

０

損 金 の 額 に 算 入 し た 所 得 税 額 ① た
額

に
期

既
当 ① 00

外国の事業に帰属する所得以外の所得に対して課された外国法人税額 ③ 贈雅
の

き
～」
ベ ⑬ 00

仮            計    ④ 十①―③ ②
この申告により納付すべ
き道府県民税額⑮キ①

④ 00

繰越欠損金額等又は災害損失金額の当期控除額 ① 場

合

の

Ｇ

の

計

算

東

京

都

に
申

告

す

る

特 別 区分 の 課税
標準額

② 000

債務免除等があった場合の欠損金額等の当期控除額 ①
同上に対する税額

④Xi而 ②

所 得 金 額 差 引 計  ② 一①一③ ⑤ 市 町村分の課税
標準額 ② 000

法第15条の4の徴収猶予を受けようとする税額 ①
同上に対する税額

④×i面
②

当期において残余財産の一部の分配又は引渡 しをした 日
 1平 成    年    月    日 東場

]3
号計
る算

⑬ の う ち 特 別
区分 ② 00C

法 人 税 の 申
・告 書 の 種 類 青色 。その他 同上に対する税額

④×i而
④

に
関
す

る
計
算

利
子
割
額
の
控
除

利 子 害J 額 ( 控除 さ れ る べ き 額) ②
十億 訪

　
‐

千 一円 ⑬ の う ち 市 町
村分 ② 000

控除した金額 (③一③と②のうち少ない額) ①
同上に対する税額

②X‐師
②

控除することができなかつた金額②一① ③

備
考

関与税理士

署名押印

(電話           )


